
※
　算定期間中に事務所等を廃止し、当該特別区に事務所等を有しなくなった場合は、
　判定時期における従業者数は0人となるため、50人以下として判定します。

（東京都内の主たる事務所） （主たる事務所以外の東京都内の事務所）
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